
【屋外広告業の登録申請等に必要な書類】

≪登録申請≫

提出書類 法人の場合
個人の場合
（成年者）

個人の場合
（未成年者）

（第15号様式）屋外広告業登録申請書 ● ● ●

（第16号様式）誓約書 ● ● ●

（第17号様式）誓約書 ●　※１

（第18号様式）誓約書 ● ●

業務主任者の資格を証する書類の写し　※２ ● ● ●

業務主任者の住民票 ● ●　※３ ●　※３　※４

登記事項証明書
（申請日前３か月以内に発行されたもの）

●

住民票の写し
（申請日前3か月以内に発行されたもの）

● ●　※５

返信用封筒
（切手を貼付。登録手数料の納付書送付用）

●　※６ ●　※６ ●　※６

※１　代表取締役を含む役員全員について必要です。

※２　申請者と同じ場合は不要です。

※３　法定代理人が法人である場合は、登記事項証明書が必要です。

※４　申請者及び法定代理人どちらについても必要です。

※５　郵送申請の場合、ご用意ください。

≪更新の登録申請≫　
登録申請と同じ書類に加え、市が通知した屋外広告業登録通知書（第20号様式）の写し

※２　いずれかの書面の写しが必要です。

　　　〇屋外広告物講習会修了書（他の都道府県、指定都市、中核市が実施した講習会の修了証書を含む）

　　　〇屋外広告士登録証又は屋外広告士合格証書

　　　〇広告美術仕上げに係る、職業訓練指導員免許証、技能検定合格証書又は職業訓練課程終了証


